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１ 東京港カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画策定の目的        
 

東京都（以下「都」という。）では、2050 年のカーボンニュートラル（CO₂排出実質ゼロ）

に向け、2030 年カーボンハーフを実現するという目標を掲げ、都全体で CO₂排出量削減を進

めている。 

また、世界的に環境意識が高まっている中、荷主や船会社が利用する港湾を選択するに当た

っては、環境への配慮の視点や脱炭素化に向けた取組の有無が重要な要素となりつつある。 

こうした中、都は、東京港の脱炭素化に向けた取組を戦略的に推進していくため、港湾関係

事業者や脱炭素化に知見を有する企業等からなる検討会を設置し、東京港カーボンニュート

ラルポート（CNP）形成計画（以下「本計画」という。）を策定した。 

本計画は、東京港を利用する港運事業者、船会社、トラック事業者等の民間事業者等を含む

港湾地域全体を対象とし、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や港湾に立地する産業との

連携について、具体的な取組やロードマップを定めるものである。 

今後は、カーボンニュートラルポート（CNP）の早期形成に向け、本計画に基づき、東京港

における脱炭素化を積極的に推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 東京港の特徴                                                

 

■ 東京港の沿革・港勢 

〇 昭和 16 年に国際貿易港として開港した東京港は、昭和 40 年代のコンテナ輸送革新に

いち早く対応することで大きく発展し、今日では日本を代表する港湾として重要な役割

を担っている。 

〇 令和３年の東京港の取扱貨物量は約 8,500 万ｔであり、外貿貨物が 56％、内貿貨物が

44％となっており、外貿貨物のうち 97％がコンテナで輸送されている。 

〇 背後に大消費地を抱える東京港は、首都圏の都市活動や生活に必要な物資を受け入れ

る輸入港としての性格が強く、輸入・輸出比率は、約３:１となっている。 
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図１ 東京港の港勢（令和 3 年） 

 

■ 外航航路・貨物の動向 

〇 東京港は、世界の主要港と外貿定期航路ネットワークで結ばれ、充実した道路ネットワ

ークも形成されている。 

〇 このため、首都圏及び東日本の多くの荷主・物流事業者等に利用されており、平成 10 

年以降国内最多の外貿コンテナ貨物を取扱っている。 

〇 東京港が取扱う外貿貨物の特徴として、輸入貨物では、食料品や家具等の生活関連物資

の取扱シェアが大きく、これらの貨物の流通拠点として、人々の生活を支えている。 

〇 また、輸出貨物では電気機械を始めとした産業機械や自動車部品等の高付加価値製品

が多く、我が国の産業活動に大きく貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京港港勢（概報）令和３年（2021 年）港湾統計」より作成 

出典：「東京港港勢（概報）」より作成 
東京港の地域別コンテナ輸出入貨物比率(令和 3 年) 東京港からダイレクトサービスを行っている航路 

東京港から直接寄港する港（主な寄港地のみ港名を記載） 

図２ 外貿コンテナ定期航路ネットワーク 
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図３ 外貿コンテナ貨物量の推移（平成２年から令和３年まで） 

 

【表１】 全国における東京港の外貿コンテナ貨物量割合の推移 

  H2 H7 H12 H17 H22 H27 R3 

外貿コンテナ貨物量 

（万 TEU） 

全国 734 1,007 1,269 1,576 1,685 1,728 1,791 

東京港 133 185 264 360 382 415 433 

全国に占める東京港の割合 18.1% 18.4% 20.8% 22.8% 22.7% 24.0% 24.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 東京都で消費される海上輸入貨物のうち、東京港から輸入される割合 

出典：「東京港第９次改訂港湾計画に向けた長期構想」（東京都） 

※ 生活関連物資の中で輸入比率の高い主な品目 

出典：「東京港港勢」及び港湾近代化促進協議会資料より作成 

出典：各港港湾統計より作成 
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■ 国内航路・貨物の動向 

〇 東京港は、全国の⾧距離ＲＯＲＯ船の 29 航路のうち約半数が就航する等、国内海上輸

送拠点として重要な役割を担っている。 

〇 ＲＯＲＯ船での取扱貨物量は、令和３年の東京港における内貿貨物の約 3 割に相当す

る約 1,100 万ｔとなっており、完成自動車や紙・パルプ、農林水産品等の人々の消費や産

業を支えている貨物を取り扱っている。 

〇 一方、在来ふ頭では、セメントや砂利・砂、鉄鋼等の建設資材等の貨物を移入すること

で、都内の建設需要等に対応することに加え、金属くずや建設発生土等の循環資源も取り

扱っている。 

〇 また、都の島しょ地域への生活関連物資や旅客の輸送拠点となっており、島民生活の向

上と産業の振興に貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 東京港の⾧距離内航 RORO 船航路と発着地別貨物量（月間値） 

  

出典：「東京港第９次改訂港湾計画に向けた長期構想」（東京都） 
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■ 東京港におけるふ頭等の立地状況 

〇 東京港内には、海外貨物、国内貨物、フェリーや旅客船用のふ頭が広範囲に配置されて

いる。ふ頭の背後には倉庫、冷凍冷蔵倉庫等の海上貨物を取り扱う物流施設が集積し、港

内の一部地区では倉庫群を形成している。 

〇 また、外貿コンテナふ頭周辺には、空コンテナ置場（以下「バンプール」という。）、コ

ンテナトレーラー用の駐車場（以下「シャーシープール」という。）が点在しており、東

京港におけるコンテナ物流機能を支えている。 

〇 さらに、物流機能以外ではセメント関連工場等が立地するほか、エネルギー関連施設と

して大井ふ頭と品川ふ頭に火力発電所が立地している。 

○ なお、大井火力発電所は平成 28 年以降、稼働が停止されており、令和４年度時点では

品川火力発電所のみが稼働している状況である。 

   

外貿ふ頭（コンテナ、在来） 

内貿ふ頭（ユニットロード、在来） 

フェリーふ頭 

旅客船ふ頭 

大井コンテナ 

青海コンテナ お台場ライナー 

中央防波堤外側コンテナ 

芝浦 

品川コンテナ 

竹芝 

日の出 

月島 

晴海客船 

10 号地 

フェリー 

中央防波堤内側内貿 

東京国際クルーズ 

若洲内貿 

大井建材 

大井食品 

大井水産物 

中央防波堤内側ばら物 

品川内貿 

辰巳 

若洲建材 

15 号地木材 

図６ 東京港における各ふ頭の立地状況 
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図７ ふ頭背後の立地施設 

 

  

倉庫・冷蔵倉庫 

品川火力発電所 

出典：株式会社 JERA HP より 

バンプール・シャーシープール 

倉庫・冷蔵倉庫 

バンプール・シャーシープール 

火力発電所 
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３ 東京港カーボンニュートラルポート(CNP)形成計画における基本的な事項  

 

３－１ カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成に向けた方針 

 

(1) 港湾地域の面的・効率的な脱炭素化 

〇 外貿コンテナふ頭の新規整備や再編整備に加え、モーダルシフトや ICT を活用した物

流効率化を推進することで、トラックの交通混雑の緩和や船舶の滞留時間を縮減し、港湾

地域における環境負荷軽減を図る。 

〇 また、港湾施設や民間倉庫における太陽光発電設備の設置や停泊中の船舶に対する陸

上電力供給等により再生可能エネルギーの活用や省エネ対策等を行うとともに、技術開

発の進展に応じ、外貿コンテナふ頭等で使用される荷役機械や車両、船舶等の脱炭素化を

推進する。 

〇 さらに、臨港地区に立地する企業等と連携し、省エネ対策や次世代エネルギーの利活用

を積極的に図ることで、背後地も含めた港湾地域における面的・効率的な脱炭素化を官民

一体となって推進する。 

 

(2) 水素・燃料アンモニア等の供給体制の構築 

〇 東京港で使用する水素・燃料アンモニア等の最適な供給に向け、京浜臨海部全体を見据

えた上で、周辺の自治体やエネルギー事業者等と供給体制の構築を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 8 

３－２ 計画期間、目標年次 

 

〇 本計画の計画期間は、2050 年までとする。 

〇 また、中間目標については、「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」、東

京都環境基本条例（平成６年東京都条例第 92 号）第９条第１項に規定する計画及び地球

温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 21 条第３項に規定する「地

球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」に規定する計画として策定した「東

京都環境基本計画（2022（令和４）年９月）」を踏まえ、2030 年とする。 

〇 なお、上記目標に加え、再生可能エネルギー電力利用の割合について、2026 年、2030

年を目標年次とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 対象範囲 

 

〇 本計画の対象範囲は、以下のとおりとする。 

・ 港湾管理者や東京港埠頭株式会社、民間事業者が管理運営するふ頭（外貿コンテナふ

頭や外貿在来ふ頭、内貿ユニットロードふ頭等） 

・ ふ頭を経由して行われる船舶（海上輸送）、車両（トラック輸送）の東京港内におけ

る物流活動 

・ ふ頭の背後地に立地し、東京港を利用して営業する民間事業者（倉庫、冷蔵倉庫、工

場等）の事業活動等 

○ なお、具体的な対象範囲は、図８及び表２に示すとおりである。 

 

出典：「ゼロエミッション東京戦略 2020 

Update & Report」（東京都） 
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図８ 東京港ＣＮＰ形成計画の対象範囲 

  

ふ頭（外貿コンテナふ頭、外貿在来ふ頭、内貿ユニットロードふ頭等） 

ふ頭背後地（倉庫、冷蔵倉庫、工場等） 
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【表２】 東京港ＣＮＰ形成計画の対象範囲 

区 分 対象施設等 所有・管理者 

ふ 

頭 

外
貿
コ
ン
テ
ナ
ふ
頭 

品川コンテナふ頭、 

大井コンテナふ頭、 

青海コンテナふ頭、 

中央防波堤外側コンテナふ頭 

荷役機械 

（ガントリークレーン） 
東京港埠頭㈱ 

荷役機械 

（ヤード内荷役機械） 
船会社、港運事業者 

上屋、倉庫 港湾管理者、港運事業者 

リーファーコンテナ用電源、 

管理棟、照明施設等 

東京港埠頭㈱、 

船会社、港運事業者 

外
貿
在
来
ふ
頭 

お台場ライナーふ頭、 

中央防波堤内側ばら物ふ頭、 

大井水産物ふ頭、大井食品ふ頭、 

15 号地木材ふ頭 

荷役機械 

（ヤード内荷役機械） 
港運事業者 

上屋 
港湾管理者、 

東京港埠頭㈱、 

港運事業者 
荷役連絡所、照明施設等 

内
貿
ユ
ニ
ッ
ト
ロ
ー
ド
ふ
頭 

品川ふ頭、10 号地ふ頭（西岸壁）、 

若洲内貿ふ頭、 

中央防波堤内側内貿ふ頭 

荷役機械 

（ヤード内荷役機械） 
港運事業者 

上屋 

港湾管理者、港運事業者 

リーファーコンテナ用電源、 

管理棟、照明施設等 

内
貿
在
来
ふ
頭 

竹芝ふ頭、日の出ふ頭、芝浦ふ頭、 

辰巳ふ頭、月島ふ頭、晴海ふ頭、 

10 号地ふ頭（東岸壁）、フェリーふ頭、 

10 号地その１多目的ふ頭、 

大井建材ふ頭、若洲建材ふ頭、 

城南島建設発生土ふ頭、 

中央防波堤内側建設発生土ふ頭 

荷役機械 

（ヤード内荷役機械） 
港運事業者 

上屋、倉庫 

港湾管理者、港運事業者 

リーファーコンテナ用電源、 

荷役連絡所、照明施設等 

客
船
ふ
頭 

東京国際クルーズふ頭 管理棟、照明施設等 港湾管理者 

民
間
ふ
頭 

その他ふ頭 
荷役機械 

（ヤード内荷役機械） 
港運事業者等 
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区分 対象施設等 所有・管理者 

ふ
頭
背
後
地 

共
通 

臨港地区内立地産業等 

上屋 

（及び付帯施設） 

港湾管理者、 

倉庫事業者等 

倉庫 

（及び付帯施設） 
倉庫事業者 

冷蔵倉庫 

（及び付帯施設） 
冷蔵倉庫事業者 

工場 

（及び付帯施設） 

セメント事業者、 

石油化学事業者等 

バンプール、 

シャーシープール 

港湾管理者、 

東京港埠頭㈱、 

港運事業者 

その他港湾関連施設等 港湾管理者、民間事業者 

火力発電所 

（及び付帯施設） 
発電事業者 

船
舶
・
車
両 

共
通 

外航船、内航船 停泊中の船舶 船会社 

外来トラック 

コンテナトレーラー 

貨物運送事業者 

その他トラック 

そ
の
他 

共
通 

吸収源対策 
ブルーカーボン、 

緑地（海上公園等） 
港湾管理者 
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３－４ 計画策定及び推進体制、進捗管理 

 

〇 本計画は、「東京港カーボンニュートラルポート（CNP）検討会」 の構成員である民間

事業者や事業者団体等の意見や取組状況等を踏まえ、東京港の港湾管理者である都が策

定した。 

〇 今後、関係者間で会議を定期的に開催し、本計画の推進を図るとともに、進捗状況を確

認・評価する。 

〇 なお、本計画については、政府及び都の温室効果ガス削減目標やカーボンニュートラル

ポート（CNP）形成に関する技術の進展、各事業者の取組状況等を踏まえ、今後も必要に

応じて、見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 東京港 CNP 形成計画実施フロー図 
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４ 温室効果ガス排出量の推計                      

４－１ 東京港における温室効果ガス排出量の推計 

 

〇 ３－３対象範囲において、港湾管理者に加え、港湾地域で活動しエネルギー（燃料、電

力）を消費している民間事業者のエネルギー使用量（電力、化石燃料等）をアンケートや

ヒアリング等により調査し、CO₂排出量を推計した。 

〇 「ふ頭」においては、アンケート調査やヒアリング等により荷役機械、上屋、照明施設

等について、エネルギー使用量を把握し、CO₂排出量を推計した。 

〇 ふ頭に出入りする「船舶・車両」について、船舶についてはふ頭に停泊している船舶か

ら排出される CO₂排出量を、車両については東京港内を移動する車両からの CO₂排出量

を対象に、船舶の入港実績情報や港湾統計等の公表資料を用いて推計した。 

〇 「ふ頭背後地」においては、東京港の港湾エリア（臨港地区）に立地する企業を対象と

して、アンケート調査及びヒアリングを実施した。アンケート調査及びヒアリングの結果

からエネルギー使用量を把握し CO₂排出量を推計した。 

○ なお、エネルギー使用量が得られなかった企業等の施設については、建物（倉庫等）の

延床面積及びエネルギー使用原単位等を用いることで排出量を推計した。 

〇 調査結果等により算定した CO₂排出量の推計値は表３のとおりである（排出量推計の

考え方については参考資料２を参照）。 

 

【表３】 ＣＯ₂排出量の推計（2000 年及び 2020 年） 

（単位：t-CO₂/年） 

区 分 対象施設等 所有・管理者 
CO₂排出量 

2000 年 2020 年 

ふ 

頭 

外
貿
コ
ン
テ
ナ
ふ
頭 

品川コンテナふ頭、 

大井コンテナふ頭、 

青海コンテナふ頭、 

中央防波堤外側コンテナふ頭 

荷役機械 

（ガントリークレーン） 
東京港埠頭㈱ 

16,362 27,696 
荷役機械 

（ヤード内荷役機械） 

船会社、 

港運事業者 

上屋、倉庫 
港湾管理者、 

港運事業者 

15,197 23,405 
リーファーコンテナ用電源、 

管理棟、照明施設等 

東京港埠頭㈱、 

船会社、 

港運事業者 

外
貿
在
来
ふ
頭 

お台場ライナーふ頭、 

中央防波堤内側ばら物ふ頭、 

大井水産物ふ頭、 

大井食品ふ頭、 

15 号地木材ふ頭 

荷役機械 

（ヤード内荷役機械） 
港湾運送事業者 1,575 1,608 

上屋、荷役連絡所、照明

施設等 

港湾管理者、 

東京港埠頭㈱、 

港湾運送事業者 

24,072 21,631 
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区分 対象施設等 所有・管理者 
CO₂排出量 

2000 年 2020 年 

ふ 

頭 

内
貿
ユ
ニ
ッ
ト
ロ
ー
ド
ふ
頭 

品川ふ頭、 

10 号地ふ頭（西岸壁）、 

若洲内貿ふ頭、 

中央防波堤内側内貿ふ頭 

荷役機械 
（ヤード内荷役機械） 港運事業者 4,048 4,086 

上屋、リーファーコンテ

ナ用電源、管理棟、

照明施設等 
港湾管理者、 

港運事業者 
1,256 581 

内
貿
在
来
ふ
頭 

竹芝ふ頭、日の出ふ頭、 
芝浦ふ頭、辰巳ふ頭、月島ふ頭、 

晴海ふ頭、フェリーふ頭、 

10 号地ふ頭(東岸壁)、 
10 号地その１多目的ふ頭、 

大井建材ふ頭、若洲建材ふ頭、 

城南島建設発生土ふ頭、 

中央防波堤内側建設発生土ふ頭 

荷役機械 
（ヤード内荷役機械） 港運事業者 97,981 73,519 

上屋、倉庫、リーファ

ーコンテナ用電源、 

荷役連絡所、照明

施設等 

港湾管理者、 

港運事業者 
3,021 5,226 

民
間
ふ
頭 

その他ふ頭 

荷役機械 
（ヤード内荷役機械） 

民間事業者等 
208 226 

倉庫、管理棟、照明

施設等 
518 1,145 

小  計 164,238 159,123 

ふ
頭
背
後
地 

共
通 臨港地区内立地産業等 

倉庫 
（及び付帯施設） 倉庫事業者 182,329 169,956 

冷蔵倉庫 
（及び付帯施設） 

冷蔵倉庫事業

者 
25,253 29,157 

工場 
（及び付帯施設） 

セメント・石油化

学事業者等 
83,193 111,585 

火力発電所 
 （及び付帯施設） 発電事業者 (1,297,482) (1,928,068)※ 

その他港湾関連施

設等 
港湾管理者、 

東京港埠頭㈱ 

港運事業者 
12,917 13,436 

小  計 303,692 324,134 

船
舶
・
車
両 

共
通 

外航船、内航船 停泊中の船舶 船会社 81,596 75,783 

外来トラック 
コンテナトレーラー 
（うち外貿コンテナふ頭

待機車両） 
貨物運送事業

者 
21,546 

（3,277） 
26,568 

（4,487） 

小  計 103,142 102,351 

総 合 計 571,072 585,608 

※ 火力発電所の発電分については、電気・熱配分前の排出量として、参考値として記載 



 15 

４－２ 外貿コンテナふ頭における１ＴＥＵ当たりのＣＯ₂排出量 

 

〇 東京港の外貿コンテナ取扱量は、表４に示すとおり、2000 年から 2020 年にかけて、

70.2％の増加となっている。 

〇 また、コンテナ取扱貨物量の増加に伴い、外貿コンテナふ頭における CO₂排出量につ

いても、2000 年から 2020 年にかけ、61.9％の増加となっている。 

〇 一方で、外貿コンテナふ頭では、省エネ型荷役機械の導入等の環境対策が進められ、コ

ンテナ１TEU 当たりの排出量は、4.9％減少している。 

 

【表４】 外貿コンテナふ頭における１TEU 当たりの CO₂排出量 
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５ 温室効果ガス削減目標及び削減計画                  

５－１ 温室効果ガス削減目標 

 

○ 本計画における温室効果ガス削減目標は、「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & 

Report」、東京都環境基本条例（平成６年東京都条例第 92 号）第９条第１項に規定する計

画及び地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 21 条第３項に

規定する「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」に規定する計画として

策定した「東京都環境基本計画（2022（令和４）年９月）」に基づき、以下のとおりとす

る。 

 

(1) 2030年における目標 

本計画の対象範囲全体でのカーボンハーフ（2000 年比 50％削減）を達成することと

し、ＣＯ₂排出量を 31.0 万ｔ削減する。 

 

(2) 2050年における目標 

本計画の対象範囲全体でのカーボンニュートラル（CO₂排出実質ゼロ）を実現するこ

ととし、ＣＯ₂排出量を 58.6 万ｔ削減する。 

 

○ また、上記(1)及び(2)の削減目標に加え、再生可能エネルギー電力の利用割合を 2026

年までに 30％程度、2030 年までに 50％程度とする目標を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 温室効果ガス削減目標（イメージ）（2030 年及び 2050 年） 



 17 

５－２ 温室効果ガス削減計画 
 

〇 ５－１(1)に掲げた 2030 年の中間目標を実現するために実施する主な取組及び目標削

減量は表５に示すとおりである。 

○ 主な取組については、民間事業者へのアンケート結果や政府、事業者団体の方針等を参

考に記載し、目標削減量については、政府や都、各事業者団体の削減目標を参考に推計し

ている。 

○ なお、船舶の目標削減量を推計するに当たり、国際海運については、2040 年までの温

室効果ガス排出削減目標として政府が 50％削減（2008 年比）を国際海事機関（IMO）に

対し提案していることから、船舶のうち外航船については、この提案を前提に目標削減量

を推計している。 

○ また、本計画では、2050 年の船舶の削減残量 2.2 万ｔについては、船舶がふ頭に係留

中に排出している CO₂であることに鑑み、ふ頭等の目標削減量に計上している。 

〇 ５－１(2)に掲げた 2050 年の最終目標を実現するための温室効果ガス削減計画につい

ては、脱炭素化に資する技術の進展等を踏まえ、適宜見直しを図りながら、今後さらに具

体化していく。 

 

 

【参考資料】 

 

・東京都環境基本計画（2022（令和４）年 9 月 東京都） 

・ＪＥＲＡ環境コミット 2035（2022 年 5 月 12 日 株式会社 JERA） 

・カーボンニュートラル行動計画（2022 年 6 月 29 日 電気事業低炭素社会協議会） 

・カーボンニュートラルチャレンジ 2050 アクションプラン 

（2021 年 6 月 10 日 一般社団法人日本ガス協会） 

・IMO GHG 削減戦略（2018 年 国際海事機関（IMO）） 

・内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会とりまとめ 

（2021 年 12 月 国土交通省海事局） 

・トラック運送業界の環境ビジョン 2030~2050 年カーボンニュートラルに向けて～ 

（2022 年 4 月 15 日 公益社団法人全日本トラック協会） 
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（単位：t-CO₂/年） 

区分 対象施設等 

CO₂排出量 

（カッコ内は CO₂目標削減量） 

削減に向けた主な取組 所有・管理者 
2020 

年度 

2030 年 

2050 年 

ふ 

頭 

等 

外
貿
コ
ン
テ
ナ
ふ
頭 

荷役機械 

（ガントリークレーン） 
4,764  

0  

(▲4,764)  ○再エネ電力導入や水素活用 

 ・ 再エネ電力の導入 

（2030 年までに導入率 100％） 

東京港埠頭㈱ 

0  

(▲4,764)  

荷役機械 

（ヤード内荷役機

械） 

22,515  

9,573  

(▲12,942)  

○荷役機械の使用エネルギーの脱炭素化 

 ・ FC 換装型 RTG※等 導入 

（2030 年までに全 RTG 対象） 

 ・ RTG の FC 化等 

（2050 年までに全 RTG 対象） 

 ・ その他荷役機械（フォークリフト、トレーラー

ヘッド等）の電動化・FC 化等 

船会社、 

港運事業者 

0  

(▲22,515)  

上屋、倉庫 2,718  

0  

(▲2,718)  

○再エネ電力導入や水素活用 

 ・ 再エネ電力の導入 

（2030 年までに導入率 100％） 

・ 太陽光発電設備の整備 

・ 水素を活用した自立分散型発電設備 

の整備等 

 

○環境負荷軽減に向けた事業活動の 

見直し  

 ・ 車両・設備の更新や業務見直し 

 ・ CO₂吸収対策等 

港湾管理者、 

港運事業者 
0  

(▲2,718)  

リーファーコンテナ用電

源、管理棟、照明施

設等 

21,104  

0  

(▲21,104)  東京港埠頭㈱、 

船会社、 

港運事業者 0  

(▲21,104)  

そ
の
他
ふ
頭 

等 

荷役機械 

（ヤード内荷役機

械） 

78,296  

71,932  

(▲6,364)  ○荷役機械の使用エネルギーの脱炭素化 

 ・ その他荷役機械（フォークリフト、トレーラー

ヘッド等）の電動化・FC 化等 

港湾管理者、 

東京港埠頭㈱、 

港運事業者 0  

(▲78,296)  

上屋、倉庫、リーファー

コンテナ用電源、管理

棟、荷役連絡所、 

照明施設等 

29,726  

8,896  

(▲20,830)  

○再エネ電力の導入や水素活用 

 ・ 再エネ電力の導入 

（2030 年までに導入率 50％） 

・ 太陽光発電設備の整備 

・ 水素を活用した自立分散型発電設備 

の整備等 

 

○環境負荷軽減に向けた事業活動の 

見直し 

・ 車両・設備の更新や業務見直し 

 ・ CO₂吸収対策等 

港湾管理者、 

港運事業者、 

民間事業者等 

0  

(▲51,969)  

小 計 159,123  

2030 年 CO₂排出量（目標削減量） 90,401（▲ 68,722） 

2050 年 CO₂排出量（目標削減量）     0（▲181,366） 

※ 国際海上コンテナを扱う荷役機械であるタイヤ式門型クレーン（Rubber Tired GantryCrane）の略称 

【表５】 2030 年目標の達成に向けた温室効果ガス削減計画 
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区分 対象施設等 

CO₂排出量 

（カッコ内は CO₂目標削減量） 

削減に向けた主な取組 所有・管理者 
2020 

年度 

2030 年 

2050 年 

ふ
頭
背
後
地 

臨
港
地
区
内
立
地
産
業
等 

工場 111,585  

32,617  

(▲78,968)  
○環境負荷軽減に向けた事業活動の見直し 

 ・ 再エネ電力の導入 

（2030 年までに導入率 50％） 

 ・ 省エネ化（照明の LED 化等）の推進 

 ・ 車両・設備の更新や業務の見直し 

 ・ 脱炭素技術を活用した建材の導入 

 ・ CO₂吸収対策等 

セメント、石油化

学事業者 

0  

(▲111,585)  

倉庫 

冷蔵倉庫 
199,113  

83,292  

(▲115,821)  

○物流活動における省エネ化や 

環境負荷軽減に向けた事業活動の見直し 

 ・ 自然冷媒を使用した冷凍・冷却設備の導入 

 ・ 空調設備の省エネ化 

 ・ 省エネ型フォークリフトの導入 

 ・ ICT 技術を活用した物流の効率化、 

トラックの共同運行の推進 

 ・ 省エネ化（照明の LED 化等）の推進 

 ・ 車両・設備の更新や業務の見直し 

 ・ CO₂吸収対策等 

 

○再生可能エネルギーの活用 

 ・ 再エネ電力の導入 

（2030 年までに導入率 50％） 

 ・ 太陽光発電設備の整備等 

港湾管理者、 

倉庫事業者、 

冷蔵倉庫事業者 

0  

(▲199,113)  

その他港湾関

連施設等 
13,436  

3,871  

(▲9,565)  
○環境負荷軽減に向けた事業活動の見直し 

 ・ 再エネ電力の導入 

   （2030 年までに導入率 50％） 

 ・ 省エネ化（照明の LED 化等）の推進 

 ・ 車両・設備の更新や業務の見直し 

 ・ CO₂吸収対策等 

港湾管理者、 

東京港埠頭㈱、 

港湾運送事業者 

0  

(▲13,436)  

小 計 324,134  

2030 年 CO₂排出量（目標削減量） 119,780（▲204,354） 

2050 年 CO₂排出量（目標削減量）    0（▲324,134） 
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区分 対象施設等 

CO₂排出量 

（カッコ内は CO₂目標削減量） 
削減に向けた主な取組 所有・管理者 

2020 

年度 
2030 年 
2050 年 

船
舶
・
車
両 

外
航
船
、
内
航
船 

停泊中の船舶 75,783  

46,803  

(▲28,980)  
○船舶のカーボンニュートラルに向けた取組 

 ・ 省エネ化や次世代エネルギー船の導入等 

  ・ 内航船の CO₂排出量削減 

（2030 年度に 2013 年度比 17％削減） 

  ・ 外航船の CO₂排出量削減 

（2040 年までに 2008 年比 50％削減） 

 ・ 陸上電力供給の活用等 

船会社 

22,243  

(▲53,540)  

外
来
ト
ラ
ッ
ク 

コンテナトレーラー 

その他トラック 
26,568  

19,122  

(▲7,446)  
○トラックのカーボンニュートラルに向けた取組 

 ・ 省エネ化や環境性能に優れた次世代トラック 

の導入 

 ・ トラックの CO₂排出原単位の削減 

（2030 年度に 2005 年度比 31％削減） 

                等 

貨物運送事業者 

0  

(▲26,568)  

（うちコンテナふ

頭内待機車両） 
(4,487)  

(1,919)  

(▲2,568)  

(0)  

(▲4,487)  

小 計 102,351  

2030 年 CO₂排出量（目標削減量）  65,925（▲ 36,426） 

2050 年 CO₂排出量（目標削減量）  22,243（▲ 80,108） 

総 合 計 585,608  

2030 年 CO₂排出量（目標削減量） 276,106（▲309,502） 

2050 年 CO₂排出量（目標削減量）    0（▲585,608） 
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６ 水素の供給目標及び供給計画                        

(1) 水素の需要推計・供給目標 

〇 事業者へのアンケート結果から東京港で 2020年に直接使用されていた化石燃料の使用

量は表６のとおりである。 

【表６】 東京港における化石燃料の年間使用量（2020 年） 

区分 軽油 ガソリン LPG 

コンテナふ頭 8,589 kl 91 kl 49 kl 

その他ふ頭、倉庫、工場等 59,272 kl 84 kl 27,202 kl 

合計 67,861 kl 175 kl 27,251 kl 

 

 

〇 本計画における水素の供給目標は、表７に掲げる需要推計に基づく水素の需要量に対

応した供給量とする。 

〇 2020 年に使用されていた化石燃料が全て再生可能エネルギー電力や水素エネルギーに

置き換わることを前提として、2050 年時点の水素需要量を「約 1.3 万ｔ／年」と推計し

ている。 

【表７】 東京港における水素の年間需要量（2050 年） 

区分 対象施設等 2050 年  

外貿コンテナふ頭  ・ 荷役機械（RTG） 

 ・ その他荷役機械 

（ストラドルキャリア、リーチスタッカー、トレーラー 

ヘッド、フォークリフト等） 

 ・ 自立分散型発電設備 

約１.３万ｔ その他ふ頭 

ふ頭背後地 

 

 

(2) 水素の供給計画 

○ 東京港における水素の最適な供給に向け、政府の「2050 年 CN を前提とした水素の今

後の導入拡大（イメージ）」（図 11）を念頭に、海外から受入れた水素のパイプラインを

含めた供給方法や水素供給に必要な施設整備、国内で作られたグリーン水素の活用等に

ついて、周辺の自治体やエネルギー事業者等と検討を進めていく。 

 

※ 船舶や外来トラック（ふ頭や倉庫等に出入りするトラック）が使用する燃料を除く 
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図 11 資源エネルギー庁「水素・アンモニアを取り巻く現状と今後の検討の方向性」p17 

（2022 年３月 29 日 総合資源エネルギー調査会 第 1 回省エネルギー・新エネルギー分

科会 水素政策小委員会／資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 

合同会議資料） 
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７ カーボンニュートラルポート（CNP）形成に向けた主な取組                        

〇 東京港では、外貿コンテナふ頭の機能強化やモーダルシフト、ICT を活用した物流効率

化等の交通負荷軽減を通じた環境負荷軽減に取り組むとともに、荷役機械等の省エネ化

や港湾施設等における太陽光発電設備の導入を進めており、今後もこうした取組を拡充・

強化していく。 

〇 また、再生可能エネルギー電力導入や、船舶への陸上電力供給、電動船・車両等の普及

促進を図るとともに、CO₂吸収源として大きなポテンシャルが期待されているブルーカー

ボン生態系を構成する藻場等の造成・保全を行う。 

〇 さらに、水素等次世代エネルギーの普及や次世代エネルギー船等の就航も見据え、船舶

や荷役機械、構内トラック等での次世代エネルギー活用や自立分散型発電設備の整備、水

素・燃料アンモニア等の供給体制構築を進める。 

〇 加えて、民間事業者の脱炭素化に向けた取組を促進するため、都は国に対し、水素活用

等に関する規制緩和や民間の設備投資に係る財政支援・税制優遇措置を要請していくと

ともに、民間事業者への独自の支援策等を実施していく。 

〇 こうした一連の取組を通じて、東京港におけるカーボンニュートラルポート（CNP）を

形成し、航路・サプライチェーンの脱炭素化に取り組む船会社・荷主から選択される港湾

を目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 東京港における CNP 形成イメージ 
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８ ロードマップ                            

〇 東京港におけるカーボンニュートラルポート（CNP）形成に向けた取組を計画的に進

めるため、温室効果ガス削減計画に掲げた取組を含む各取組を短期、中期及び⾧期の区分

ごとに取りまとめたロードマップは、図 13 から図 15 のとおりである。 

〇 なお、ロードマップについては、各事業者の取組状況や脱炭素化に関する技術開発の動

向等を踏まえ、必要に応じて見直しを図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 ふ頭の機能強化及び物流効率化等による環境負軽減 
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図 14 太陽光発電・省エネ化等の推進 
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図 15 次世代エネルギー（水素、燃料アンモニア、バイオ燃料等）の活用 
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【参考資料１】 東京港カーボンニュートラルポート（CNP）検討会   

■ 検討会構成員 

【企業・団体】 

岩谷産業 株式会社 

株式会社 宇徳 

ＥＮＥＯＳ 株式会社 

オーシャンネットワークエクスプレスジャパン 株式会社 

外国船舶協会 

川崎汽船 株式会社 

川崎重工業 株式会社 

関東旅客船協会 

栗林商船 株式会社 

株式会社 ＪＥＲＡ 

株式会社 商船三井 

住友商事 株式会社 

東京ガス 株式会社 

一般社団法人 東京港運協会 

東京港埠頭 株式会社 

東京倉庫協会 

東京冷蔵倉庫協会 

東芝エネルギーシステムズ 株式会社 

トヨタ自動車 株式会社 

日本機械輸出組合 

日本通運 株式会社 

日本郵船 株式会社 

株式会社 本田技術研究所 

株式会社 三井Ｅ＆Ｓマシナリー 

三菱重工グループ                       （五十音順） 

【行政機関】 

国土交通省 関東地方整備局 

東京都 産業労働局 ※第１回検討会は東京都環境局 

【事務局】 

東京都 港湾局 
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■ 開催経緯 

 

 第１回検討会  

日 時：令和４年６月６日（月）10 時 00 分から 12 時 00 分まで 

場 所：東京都庁第二本庁舎１階 二庁ホール 

議 事：(1) 東京港の紹介 

(2) 東京港第９次改訂港湾計画に向けた⾧期構想 

(3) 東京港のＣＮＰ形成に向けた検討 

(4) 東京港のＣＮＰ形成に向けた各企業・団体の意見等 

(5) 今後の検討の進め方・スケジュール 

 

 第２回検討会  

日 時：令和４年９月 14 日（水）10 時 00 分から 11 時 30 分まで 

場 所：東京都庁第二本庁舎１階 二庁ホール 

議 事：(1) 東京港の温室効果ガス排出量の推計 

(2) 東京港カーボンニュートラルポート形成計画（骨子案） 

(3) 今後の進め方・スケジュール 

 

 第３回検討会  

日 時：令和４年 11 月８日（火）10 時 00 分から 11 時 30 分まで 

場 所：東京都庁第二本庁舎１階 二庁ホール 

議 事：(1) 東京港カーボンニュートラルポート形成計画（案） 

(2) 今後の進め方・スケジュール 

 

 第４回検討会  

 日 時：令和４年 12 月 21 日（水）10 時 00 分から 11 時 30 分まで 

 場 所：東京都庁第二本庁舎１階 二庁ホール 

議 事：(1) 東京港カーボンニュートラルポート形成計画（案） 

(2) 今後の進め方・スケジュール 
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【参考資料２】 東京港における排出量推計の考え方           
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【参考資料３】 脱炭素化に関する東京都の補助制度                  

※ 第 4 回エネルギー等対策本部資料（令和 4 年 11 月 18 日 東京都）を基に作成 
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